
□直接実施

□業務委託又は指定管理 ）

■補助金 ）

□その他 （ ）

人 人 人

人 人 人

市民一人あたりの事業費 千円0.00 0.00 0.00

千円727 千円

0

千円千円

1,727千円

0

727

千円

人
件
費

正規職員
従事者数

727 727

人件費　合計

概算人件費

個人住宅吹付けアスベスト対策費補助金事業名

実施方法

平成１９年度

根拠法令等

事業費（直接経費）

千円

0

事務事業評価シート

事業番号

環境共生部

環境保全課

34

嘱託職員・
臨時職員等

千円

千円

0

1,000

環境経済局

目的
（何のために）

アスベストによる健康被害を防止し、市民生活の安全を確保する。

大貫雅巳個人住宅吹付けアスベスト対策費補助金交付要綱 課長名

（委託先又は指定管理者：

（補助先：

概算人件費

従事者数

課名事業開始年度

局名

部名

申請者

0.1

0

千円

事業の必要性

事
　
業
　
概
　
要

対象
（誰・何を対象に）

事業内容
（手段・手法など）

本市区域内に存する戸建住宅又は共同住宅で主に居住の用に供するもの（店舗、賃
貸の用に供する部分を除く。）。

居住の用に供している建築物の吹付けアスベストの含有調査及び除去工事を奨励
し、申請に基づいて対象経費の２分の１を補助する。

個人の経費負担を軽減し、吹付けアスベストの除去工事等を奨励する。

0

727

千円

千円

平成22年度実績

千円

平成21年度実績 平成23年度予算

千円

千円

総事業費 727

コ
ス
ト

千円

0

0.1

727

千円

0

727

0.1



・ ■ □ ・ ■ □

・ □ ■

□ □ ■ □ □ □

　当該事業は、市民の健康被害を防止し、市民生活の安全を確保することを目的に、
平成１９年度から開始した補助制度であるが、要綱施行後の５年間（平成２３年９月末
現在）で活用実績は２件のみである。
　窓口の一元化を図るなど、市民の利便性の向上を考慮した、より効率の高い事業と
するため、当該事業を建築部門に移管し、建築施策の一環として継続できるような制
度（他政令指定都市の類似制度は建築部門が担っている）として再構築する。

評　価

《評価区分の理由》

経営評価委員会
による意見

●再構築　⇒ 廃止
アスベスト対策は行政が対応すべき重要な課題であるが、過去の実績から制度の役
割自体に疑問が生じる。一旦廃止をすべきである。

Ｈ24年度
予算への反映

Ｈ24年度予算額は継続し、建築部門へ移管する。
職員定数については現状維持。

ない

ない

効率性

特記事項
（事業の沿革等）

  平成１７年度にアスベスト対策本部を設置し、アスベストによる環境の汚染防止及び
その除去等の対策を検討してきた。その中で、事業者に対しては融資制度を、また、
個人等に対してはアスベストの含有調査及び除去工事の補助金制度を設けた。

ある ない必要性

ある

有効性
《評価の視点》

ある

民間建築物のアスベスト対策として、平成１９年度から２３年度の５ヵ年を対象にアス
ベストの含有調査及び除去工事に対する補助金制度を設けたが、利用実績は、平成
２０年度の２件だけであまり活用されていない。平成２３年度までの期限が設けられて
いる制度であり、今後については、アスベスト対策会議で検討を行う必要がある。

成果実績

成果指標名 単位 Ｈ22年度実績

0

Ｈ23年度見込

予算に対する補助金執行率 00％

Ｈ21年度実績

成果目標
（現状の成果及び

今後どのようにした
いか、定量的な評

価で示す）

補助金の執行率

単位当たりコスト２ （総事業費/活動指標）

Ｈ21年度実績

00

単位

単位 Ｈ21年度実績

％

単位当たりコスト１

活動実績１

活動実績２
活動指標名

活動指標名

予算に対する補助金執行率

（総事業費/活動指標）

Ｈ23年度見込Ｈ22年度実績

0

Ｈ23年度見込Ｈ22年度実績

個人住宅吹付けアスベスト対策費補助金平成２３年度
事業費の
主な内訳

（人件費を除く）

項目 金額

千円

千円

千円

千円

1,000

千円

千円

千円

千円

1,000千円

千円

千円

千円0

0

平成22年度実績

0 0

財源内訳

0

0一般財源

0

0 千円

その他（　　　　　　　　　）

0

千円

千円

平成21年度実績

国・県支出金 0

0受益者負担金

平成23年度予算

廃止

千円

事業の自己評価
（今後の事業の方

向性、課題等）

民間《評価の区分》 拡充現状維持見直し再構築


